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▼
納
期
限
内
に
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
と
き
は
、督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

督
促
状
を
発
送
し
た
場
合
は
、
督
促

手
数
料
２
０
０
円
を
加
算
し
ま
す
。

▼
滞
納
し
た
場
合
、
延
滞
金
を
徴

収
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

滞
納
分
の
徴
収
は
「
京
都
地
方
税
機

構
」
が
行
い
ま
す
。

▼
口
座
振
替
・
自
動
払
込
の
人
は
、

右
表
の
期
限
の
前
日
ま
で
に
登
録
口

座
の
預
貯
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。市

税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

皆
さ
ん
が
納
め
る
市
税
は
、福
祉
・

教
育
な
ど
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に

使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

市
税
（
市
・
府
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
な

ど
）の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

督
促
状
や
催
告
書
な
ど
を
郵
送
し

て
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
差
し

押
さ
え
な
ど
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
は
、
早
め

に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
税
務
課
（
☎
６４
・

１
３
１
８
）

市は、市職員の給料などの実態を公表します。
内容は、職員の任免、職員数、給料、勤務時間・条件、分
限・懲戒処分、服務、研修、勤務成績の評定などの状況です。
本紙では、その一部を紹介します。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧いただくか、問い合わせてください。
問合せ先＝職員課（☎ 64-1324）

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災からまもな
く 6年です。昨年は、熊本地震・鳥取中部地震が発生し、大
きな被害が出ました。
災害はいつ発生するか分かりませんが、日頃の備えで被害
を最小限に抑えることができます。家具の転倒防止や非常時
の行動について、家庭で確認しておきましょう。
問合せ先＝安心まちづくり室（☎ 64-1307）

人
権
擁
護
委
員
に

法
務
大
臣
表
彰

市
の
人
権
擁
護
委
員
・
大
鉢
美

智
子
さ
ん
が
、
同
委
員
と
し
て
の

長
年
に
わ
た
る
活
動
と
顕
著
な
功

績
に
よ
り
、
平
成
２８
年
１０
月
１７
日

付
で
法
務
大
臣
か
ら
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。人

権
擁
護
委
員
を
再
任

市
の
人
権
擁
護
委
員
・
田
宮

元
子
さ
ん
（
普
賢
寺
、
☎
６２
・

３
０
４
７
）
が
１
月
１
日
付
で
法

務
大
臣
か
ら
再
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
任
期
は
３
年
で
す
。

人
権
問
題
や
暮
ら
し
の
悩
み
事

に
つ
い
て
、
市
が
行
う
「
な
や
み

ご
と
相
談
（
毎
月
１５
日
号
３
面
）」

の
ほ
か
、
委
員
の
自
宅
で
も
相
談

に
応
じ
ま
す
。
気
軽
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

新聞販売店の店員が家を訪問し、「3カ月無料で景品も付ける」
と新聞購読を勧められた。「別の新聞を購読していて、あと 2年残っ
ている」と断ったが、「その購読契約が終わってからでいいので、3
年契約してくれたらお米・洗剤・ビール券をプレゼントする」と言
われ、断りきれず契約した。よく考えると 2年も先の契約で、その
頃どうなっているか分からないのでやめたい。

【相談・問合せ先】
消費生活センター（☎ 63-1240。平日午前 9時～午後 4時〈正午
～午後 1時を除く〉）

【被害防止のポイント】
▼断っているのに勧誘すること
は、法律で禁止されています。
▼景品につられて契約せず、数
年先からの購読や、長期間の契約
はよく考えましょう。
▼訪問販売で新聞購読契約をし
た場合は、契約書面を受け取って
から 8日以内ならクーリングオフ
（無条件で解約）ができます。
▼クーリングオフ期間が過ぎた
場合、購読期間を決めた契約では、
消費者から一方的に解約はできま
せん。
▼後でトラブルになったときの
ため、契約書は必ず保管しておき
ましょう。
▼「新聞購読契約に関するガイ

ドライン」では、威迫や嘘の説明、
判断力が不十分な人への不適切な
勧誘、新聞公正競争規約の上限を
超える景品を渡した場合は、解約
に応じなければならないとされて
います。

困ったときは消費生活センター
に相談してください。

◎新聞公正競争規約…景品表示
法に基づく自主ルールで、景品額
の上限は、取引額の 8％または 6
カ月分の購読料の 8％のいずれか
低い金額と規定しています。
例えば 1カ月の購読料が 4,000
円で半年以上の契約の場合、景品
額の上限は、4,000 円× 6カ月×
0.08 ＝ 1,920 円になります。

■３月１0日にメール配信訓練
市は、防災情報メールの配信訓練を行います。
登録済みの人は、必要に応じてマナーモードにす
るなど、協力をお願いします。
配信日時＝ 3月 10 日㈮午後 3時

■防災情報メールに登録を
防災情報メールに登録すると、震度 4以上の地震や気象警報な
どの防災情報が電子メールで届きます。
全国どこにいても、京田辺市の防災情報を受信できるのが特徴
です。まだ登録していない人は、災害への備えとして登録しましょ
う。
登録方法＝次の専用ホームページにアクセスし、画面に従って
登録してください
▼携帯電話・スマートフォンから…http://
panasender.jyouhou-station.jp/Kyota-Main/mobile/
main.html（＝右図）
▼ パ ソ コ ン か ら …http://panasender.jyouhou-
station.jp/Kyota-Main/

■非常持出品・備蓄品を確認
災害時は、被災地に救援物資が届くまで数日間かかります。下
表を参考に、避難の際にすぐに持ち出す「非常持出品」と、復旧
までの数日間を支える「非常備蓄品」をそろえておきましょう。
すぐに取り出せる場所に保管することも大切です。 国内に住民登録のある 20 歳以上 60 歳未満の

人は、国民年金に加入することが法律で義務付け
られています。加入がまだの人は届け出をお願い
します。
被保険者は職業などにより 3種類に分けられ、
それぞれ手続きが異なります。
【第 1号被保険者】
対象＝自営業者・学生・フリーター・無職の人
など
手続方法＝住民登録している市区町村の窓口
で、本人が手続きしてください
【第 2号被保険者】
対象＝会社員・公務員など
手続方法＝勤務先が行います
【第 3号被保険者】
対象＝第 2号被保険者に扶養されている配偶者
ただし、健康保険の被扶養者になれない人は第
1号被保険者となります。
手続方法＝第 2号被保険者の勤務先が行います
【問合せ先】
▼京都南年金事務所（☎ 075-643-2547）▼市
民年金課（☎ 64-1333）

子
育
て
ひ
ろ
ば
「
て
ふ
て
ふ
」
の
移
転
先
の
改
装
工
事
が
完
了
し
、

左
記
の
場
所
で
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。「
て
ふ
て
ふ
」
は
、
３
歳
ま

で
の
親
子
や
妊
娠
中
の
人
が
自
由
に
集
い
、
交
流
で
き
る
子
ど
も
の

遊
び
場
・
子
育
て
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
オ
ー
プ
ン
を
記
念
し
て
、
３
月

１７
日
㈮
ま
で
寝
相
ア
ー
ト
写
真
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
役
所
・
児
童
館

な
ど
に
あ
る
「
て
ふ
て
ふ
だ
よ
り
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
在
地
＝
京
田
辺
市
興
戸
北
鉾

立
３２
・
１
（
＝
下
図
）

駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
公
共
交
通
機
関
で
来
所
し
て

く
だ
さ
い
。

休
所
日
＝
毎
週
水
・
土
・
日
曜

日
（
３
月
１
日
㈬
を
除
く
）、
祝

日
問
合
せ
先
＝
子
育
て
ひ
ろ
ば

「
て
ふ
て
ふ
」（
☎
６２
・
３
７
３
１
）

市
は
、
市
内
の
街
路
灯
（
約
１
千
基
）
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
に
交
換
し
ま
し
た
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
の
メ
リ
ッ
ト
＝
▼
点
灯
寿
命
が
こ
れ
ま
で

の
約
３
年
か
ら
約
１５
年
と
な
り
、
修
繕
費
用
が
削
減
で

き
ま
す
▼
消
費
電
力（
電
気
料
金
）が
約
７０
％
削
減
さ
れ
、

Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。
Ｃ
Ｏ
２
の
削
減

量
は
年
間
約
２
６
０
ト
ン
で
、
約
１
万
８
千
本
の
杉
の

木
が
１
年
間
に
吸
収
す
る
Ｃ
Ｏ
２
量
に
相
当
し
ま
す

街
路
灯
の
不
点
灯
や
破
損

な
ど
を
発
見
し
た
と
き
は
、

街
路
灯
に
付
い
て
い
る
管
理

番
号
（
＝
写
真
）
を
確
認
し
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
・
問
合
せ
先
＝
▼
３

月
ま
で
…
安
心
ま
ち
づ
く
り

室
（
☎
６４
・
１
３
０
７
）
▼
４

月
か
ら
…
施
設
管
理
課
（
☎

６４
・
１
３
４
２
）

街
路
灯
が         

照
明
に


